
改正内容一覧（施設別） R5.9.22 都市戦略課

３ スポーツ施設 A B C

体育館 総合体育館 体育室 1,680 - 2,430 750 1.45 円/h

総合体育館 柔道場・剣道場・弓道場 840 - 1,160 320 1.38 円/h

総合体育館 弓道場（個人利用） 60 - 150 90 2.50 円/回

総合体育館 大会議室 1,110 - 540 ▲ 570 0.49 円/h

総合体育館 中会議室 280 - 340 60 1.21 円/h

総合体育館 小会議室 160 - 190 30 1.19 円/h

総合体育館 駐車場 100 - 100 0 1.00 円/h

総合体育館 照明使用料 使用料の1～3割 - 0 円/h

総合体育館 冷暖房使用料 冷房 アリーナ 9,670 - 9,670 0 1.00 円/h

総合体育館 冷暖房使用料 冷房 観覧席 6,020 - 6,020 0 1.00 円/h

総合体育館 冷暖房使用料 暖房 アリーナ 4,830 - 4,830 0 1.00 円/h

総合体育館 冷暖房使用料 暖房 観覧席 3,020 - 3,020 0 1.00 円/h

緑松体育館・広原体育館 体育室 450 - 670 220 1.49 円/h

緑松体育館・広原体育館 会議室 230 - 340 110 1.48 円/h

緑松体育館・広原体育館 放送設備 60 - 0 ▲ 60 0.00 円/h

緑松体育館・広原体育館 冷暖房使用料 冷房 使用料の4割 - 0 円/h

緑松体育館・広原体育館 冷暖房使用料 暖房 使用料の2割 - 0 円/h

北部記念体育館・南部記念体育館 体育室 910 - 1,350 440 1.48 円/h

北部記念体育館・南部記念体育館 会議室 320 - 540 220 1.69 円/h

北部記念体育館・南部記念体育館 放送設備 130 - 0 ▲ 130 0.00 円/h

北部記念体育館・南部記念体育館 冷暖房使用料 冷房 使用料の4割 - 0 円/h

北部記念体育館・南部記念体育館 冷暖房使用料 暖房 使用料の2割 - 0 円/h

佐土原体育館 体育室 1,680 - 2,430 750 1.45 円/h

佐土原体育館 会議室 630 - 540 ▲ 90 0.86 円/h

佐土原体育館 照明設備使用料 使用料の1～3割 - 0 円/h

佐土原体育館 冷暖房使用料 会議室 100 - 0 ▲ 100 0.00 円/h

佐土原西体育館 アリーナ 870 - 1,350 480 1.55 円/h

佐土原西体育館 卓球室 210 - 360 150 1.71 円/h

田野体育館 体育室 430 870 1,350 920 3.14 円/h

穆佐体育館・内山体育館・東高岡体育館 体育室 150 370 670 520 4.47 円/h

清武体育館 本館競技場 430 1,180 2,430 2,000 5.65 円/h

清武体育館 格技場 250 - 360 110 1.44 円/h

加納スポーツセンター 第一競技場 340 780 1,350 1,010 3.97 円/h

加納スポーツセンター 第二競技場 110 - 360 250 3.27 円/h

加納スポーツセンター テニスコート 130 - 700 570 5.38 円/h

加納スポーツセンター シャワー 100 - 0 ▲ 100 0.00 円/回
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改正内容一覧（施設別） R5.9.22 都市戦略課
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武道館 佐土原武道館 100 - 360 260 3.60 円/h

高岡練士館道場 150 - 360 210 2.40 円/h

高岡トレーニングセンター 150 - 360 210 2.40 円/h

Ｂ＆Ｇ田野海洋センター 体育館 アリーナ 430 870 1,350 920 3.14 円/h

ミーティングルーム 施設使用料 100 - 340 240 3.40 円/h

ミーティングルーム 冷暖房使用料 100 - 0 ▲ 100 0.00 円/h

プール プール 100 - 150 50 1.50 円/h

運動広場 佐土原西運動広場 多目的グラウンド 0 630 1,260 1,260 円/h

佐土原西運動広場 多目的グラウンド 照明設備 6,600 - 1,260 ▲ 5,340 0.19 円/h

佐土原西運動広場 テニスコート 0 210 420 420 円/h

サンスポーツランド高岡 多目的グラウンド 250 670 940 690 3.76 円/h

サンスポーツランド高岡 テニスコート 施設使用料 340 - 700 360 2.06 円/h

サンスポーツランド高岡 テニスコート 照明設備 780 - 510 ▲ 270 0.65 円/h

サンスポーツランド高岡 ゲートボール場 220 - 310 90 1.41 円/h

祇園スポーツパーク ストリートスポーツ広場 個人使用 200 - 300 100 1.50 円/日

都市公園 宮崎中央公園 テニスコート 630 - 700 70 1.11 円/h

生目の杜運動公園 アイビースタジアム グラウンド 1,680 - 2,520 840 1.50 円/h

生目の杜運動公園 アイビースタジアム 屋内練習場 150 - 360 210 2.40 円/h

生目の杜運動公園 アイビースタジアム ウォーミングコーナー 50 - 360 310 7.20 円/h

生目の杜運動公園 アイビースタジアム 放送設備 630 - 630 0 1.00 円/h

生目の杜運動公園 アイビースタジアム 照明設備 7,750 - 7,750 0 1.00 円/h

生目の杜運動公園 アイビースタジアム 大会議室 施設使用料 510 - 540 30 1.06 円/h

生目の杜運動公園 アイビースタジアム 大会議室 冷暖房使用料 420 - 0 ▲ 420 0.00 円/h

生目の杜運動公園 アイビースタジアム 小会議室Ａ 施設使用料 100 - 190 90 1.90 円/h

生目の杜運動公園 アイビースタジアム 小会議室Ａ 冷暖房使用料 50 - 0 ▲ 50 0.00 円/h

生目の杜運動公園 アイビースタジアム 小会議室Ｂ 施設使用料 200 - 340 140 1.70 円/h

生目の杜運動公園 アイビースタジアム 小会議室Ｂ 冷暖房使用料 100 - 0 ▲ 100 0.00 円/h

生目の杜運動公園 アイビースタジアム 監督室 施設使用料 100 - 190 90 1.90 円/h

生目の杜運動公園 アイビースタジアム 監督室 冷暖房使用料 50 - 0 ▲ 50 0.00 円/h

生目の杜運動公園 アイビースタジアム 応接室 施設使用料 200 - 340 140 1.70 円/h

生目の杜運動公園 アイビースタジアム 応接室 冷暖房使用料 100 - 0 ▲ 100 0.00 円/h

生目の杜運動公園 アイビースタジアム スコアボード 730 - 730 0 1.00 円/試合

生目の杜運動公園 アイビースタジアム 売店 630 - 630 0 1.00 円/日

生目の杜運動公園 第２野球場 グラウンド 840 - 1,260 420 1.50 円/h

生目の杜運動公園 第２野球場 照明設備 4,400 - 4,400 0 1.00 円/h

生目の杜運動公園 第２野球場 スコアボード 730 - 730 0 1.00 円/試合
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都市公園 生目の杜運動公園 はんぴドーム アリーナ 840 - 1,260 420 1.50 円/h

生目の杜運動公園 はんぴドーム 附属棟 160 - 360 200 2.25 円/h

生目の杜運動公園 はんぴドーム 照明設備 1,260 - 1,260 0 1.00 円/h

生目の杜運動公園 はんぴドーム ミーティングルーム 施設使用料 200 - 340 140 1.70 円/h

生目の杜運動公園 はんぴドーム ミーティングルーム 冷暖房使用料 150 - 0 ▲ 150 0.00 円/h

体育館 アリーナ 1,260 - 1,350 90 1.07 円/h

生目の杜運動公園 体育館 照明設備 930 - 0 ▲ 930 0.00 円/h

生目の杜運動公園 体育館 会議室１・２ 施設使用料 200 - 340 140 1.70 円/h

生目の杜運動公園 体育館 会議室１・２ 冷暖房使用料 200 - 0 ▲ 200 0.00 円/h

生目の杜運動公園 テニスコート 施設使用料 630 - 700 70 1.11 円/h

生目の杜運動公園 テニスコート 照明設備 510 - 510 0 1.00 円/h

生目の杜運動公園 テニスコート 運営棟 施設使用料 200 - 340 140 1.70 円/h

生目の杜運動公園 テニスコート 運営棟 冷暖房使用料 150 - 0 ▲ 150 0.00 円/h

生目の杜運動公園 多目的グラウンドA 840 - 1,260 420 1.50 円/h

生目の杜運動公園 多目的グラウンドB 天然芝（１面につき） 840 - 1,260 420 1.50 円/h

生目の杜運動公園 多目的グラウンドB 人工芝 1,260 - 1,890 630 1.50 円/h

生目の杜運動公園 多目的グラウンドB 照明設備 1,260 - 1,260 0 1.00 円/h

生目の杜運動公園 陸上競技場 グラウンド 団体 1,680 - 2,420 740 1.44 円/h

生目の杜運動公園 陸上競技場 役員室 施設使用料 100 - 190 90 1.90 円/h

生目の杜運動公園 陸上競技場 役員室 冷暖房使用料 100 - 0 ▲ 100 0.00 円/h

生目の杜運動公園 陸上競技場 本部室 施設使用料 100 - 190 90 1.90 円/h

生目の杜運動公園 陸上競技場 本部室 冷暖房使用料 100 - 0 ▲ 100 0.00 円/h

生目の杜運動公園 陸上競技場 記録室 施設使用料 100 - 190 90 1.90 円/h

生目の杜運動公園 陸上競技場 記録室 冷暖房使用料 100 - 0 ▲ 100 0.00 円/h

生目の杜運動公園 陸上競技場 会議室 施設使用料 150 - 190 40 1.27 円/h

生目の杜運動公園 陸上競技場 会議室 冷暖房使用料 100 - 0 ▲ 100 0.00 円/h

生目の杜運動公園 陸上競技場 事務室 施設使用料 100 - 190 90 1.90 円/h

生目の杜運動公園 陸上競技場 事務室 冷暖房使用料 100 - 0 ▲ 100 0.00 円/h

生目の杜運動公園 陸上競技場 医務室 施設使用料 100 - 190 90 1.90 円/h

生目の杜運動公園 陸上競技場 医務室 冷暖房使用料 100 - 0 ▲ 100 0.00 円/h

生目の杜運動公園 陸上競技場 放送室 施設使用料 510 - 190 ▲ 320 0.37 円/h

生目の杜運動公園 陸上競技場 放送室 冷暖房使用料 100 - 0 ▲ 100 0.00 円/h

生目の杜運動公園 駐車場 100 - 100 0 1.00 円/日
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改正内容一覧（施設別） R5.9.22 都市戦略課

３ スポーツ施設 A B C
増減（＝C-A)
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経過措置期間

（R6～R7）
改正後 単位

施設所管課
問い合わせ先金額 率

都市公園 久峰総合公園 野球場 グラウンド 1,040 - 1,260 220 1.21 円/h

久峰総合公園 野球場 照明設備 7,320 - 4,400 ▲ 2,920 0.60 円/h

久峰総合公園 野球場 本部室（放送設備含む） 施設使用料 1,040 - 630 ▲ 410 0.61 円/h

久峰総合公園 野球場 本部室（放送設備・スコアボード含む） 冷暖房使用料 510 - 0 ▲ 510 0.00 円/h

久峰総合公園 野球場 スコアボード 630 - 730 100 1.16 円/試合

久峰総合公園 野球場 更衣室 510 - 0 ▲ 510 0.00 円/チーム

久峰総合公園 野球場 シャワー 100 - 0 ▲ 100 0.00 円/回

久峰総合公園 陸上競技場 200 620 1,260 1,060 6.30 円/h

久峰総合公園 テニスコート 施設使用料 310 - 700 390 2.26 円/h

久峰総合公園 テニスコート 照明設備 510 - 510 0 1.00 円/h

久峰総合公園 テニスコート シャワー 100 - 0 ▲ 100 0.00 円/回

弓道場 個人 100 - 150 50 1.50 円/回

久峰総合公園 四半的弓道場 個人 100 - 150 50 1.50 円/回

久峰総合公園 パターゴルフ・ミニパークゴルフ場 250 - 250 0 1.00 円/人

田野運動公園 多目的広場 グラウンド 940 - 1,260 320 1.34 円/h

田野運動公園 多目的広場 照明設備持込使用料 510 - 510 0 1.00 円/h

田野運動公園 野球場 グラウンド 560 - 1,060 500 1.89 円/h

田野運動公園 野球場 照明設備 6,600 - 3,710 ▲ 2,890 0.56 円/h

田野運動公園 野球場 スコアボード 200 - 730 530 3.65 円/試合

田野運動公園 テニスコート クレー 310 - 420 110 1.35 円/h

田野運動公園 テニスコート 砂入り人工芝 510 - 700 190 1.37 円/h

田野運動公園 武道館 240 - 360 120 1.50 円/h

田野運動公園 弓道場 個人 100 - 150 50 1.50 円/回

天ケ城公園 野球場 グラウンド 250 670 840 590 3.36 円/h

天ケ城公園 野球場 照明設備 4,360 - 2,590 ▲ 1,770 0.59 円/h

天ケ城公園 体育館 アリーナ 310 1,060 2,430 2,120 7.84 円/h

天ケ城公園 体育館 研修施設 510 - 540 30 1.06 円/h

天ケ城公園 弓道場 一般使用者 100 - 150 50 1.50 円/回

天ケ城公園 駐車場 200 - 200 0 1.00 円/日

清武総合運動公園 ＳＯＫＫＥＮスタジアム グラウンド 630 1,470 2,520 1,890 4.00 円/h

清武総合運動公園 ＳＯＫＫＥＮスタジアム スコアボード 420 - 730 310 1.74 円/試合

清武総合運動公園 ＳＯＫＫＥＮスタジアム 本部室（放送設備含む） 施設使用料 630 - 630 0 1.00 円/h

清武総合運動公園 ＳＯＫＫＥＮスタジアム 本部室（放送設備含む） 冷暖房使用料 150 - 0 ▲ 150 0.00 円/h

清武総合運動公園 ＳＯＫＫＥＮスタジアム ロッカールーム 施設使用料 510 - 0 ▲ 510 0.00 円/チーム

清武総合運動公園 ＳＯＫＫＥＮスタジアム ロッカールーム 冷暖房使用料 250 - 0 ▲ 250 0.00 円/h

清武総合運動公園 ＳＯＫＫＥＮスタジアム ロッカールーム シャワー 100 - 0 ▲ 100 0.00 円/回
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都市公園 清武総合運動公園 ＳＯＫＫＥＮスタジアム 医務室 施設使用料 100 - 190 90 1.90 円/h

清武総合運動公園 ＳＯＫＫＥＮスタジアム 医務室 冷暖房使用料 50 - 0 ▲ 50 0.00 円/h

清武総合運動公園 ＳＯＫＫＥＮスタジアム 審判控室 施設使用料 100 - 190 90 1.90 円/h

清武総合運動公園 ＳＯＫＫＥＮスタジアム 審判控室 冷暖房使用料 50 - 0 ▲ 50 0.00 円/h

清武総合運動公園 ＳＯＫＫＥＮスタジアム 多目的室 施設使用料 100 - 190 90 1.90 円/h

清武総合運動公園 ＳＯＫＫＥＮスタジアム 多目的室 冷暖房使用料 50 - 0 ▲ 50 0.00 円/h

清武総合運動公園 ＳＯＫＫＥＮスタジアム 会議室１ 施設使用料 200 - 190 ▲ 10 0.95 円/h

清武総合運動公園 ＳＯＫＫＥＮスタジアム 会議室１ 冷暖房使用料 100 - 0 ▲ 100 0.00 円/h

清武総合運動公園 ＳＯＫＫＥＮスタジアム 会議室２ 施設使用料 100 - 190 90 1.90 円/h

清武総合運動公園 ＳＯＫＫＥＮスタジアム 会議室２ 冷暖房使用料 50 - 0 ▲ 50 0.00 円/h

清武総合運動公園 ＳＯＫＫＥＮスタジアム 監督コーチ室 施設使用料 200 - 190 ▲ 10 0.95 円/h

清武総合運動公園 ＳＯＫＫＥＮスタジアム 監督コーチ室 冷暖房使用料 100 - 0 ▲ 100 0.00 円/h

清武総合運動公園 ＳＯＫＫＥＮスタジアム 来賓室 施設使用料 100 - 190 90 1.90 円/h

清武総合運動公園 ＳＯＫＫＥＮスタジアム 来賓室 冷暖房使用料 50 - 0 ▲ 50 0.00 円/h

清武総合運動公園 ＳＯＫＫＥＮスタジアム 貴賓室 施設使用料 100 - 190 90 1.90 円/h

清武総合運動公園 ＳＯＫＫＥＮスタジアム 貴賓室 冷暖房使用料 50 - 0 ▲ 50 0.00 円/h

清武総合運動公園 ＳＯＫＫＥＮスタジアム 控室兼通路 冷暖房使用料 200 - 0 ▲ 200 0.00 円/h

清武総合運動公園 ＳＯＫＫＥＮスタジアム 打撃練習場 160 - 360 200 2.25 円/h

清武総合運動公園 第２野球場 グラウンド 630 1,050 1,260 630 2.00 円/h

清武総合運動公園 第２野球場 スコアボード 420 - 730 310 1.74 円/試合

清武総合運動公園 第２野球場 放送室（放送設備含む） 施設使用料 630 - 630 0 1.00 円/h

清武総合運動公園 第２野球場 放送室（放送設備含む） 冷暖房使用料 50 - 0 ▲ 50 0.00 円/h

清武総合運動公園 第２野球場 審判控室 施設使用料 100 - 190 90 1.90 円/h

清武総合運動公園 第２野球場 審判控室 冷暖房使用料 50 - 0 ▲ 50 0.00 円/h

清武総合運動公園 第２野球場 多目的室 施設使用料 100 - 190 90 1.90 円/h

清武総合運動公園 第２野球場 多目的室 冷暖房使用料 50 - 0 ▲ 50 0.00 円/h

清武総合運動公園 屋内投球練習場 投球練習場 320 - 360 40 1.13 円/h

清武総合運動公園 屋内投球練習場 照明設備 200 - 0 ▲ 200 0.00 円/h

清武総合運動公園 日向夏ドーム 施設使用料 490 - 740 250 1.51 円/h

清武総合運動公園 日向夏ドーム 照明設備 2,660 - 740 ▲ 1,920 0.28 円/h

清武総合運動公園 日向夏ドーム シャワー 100 - 0 ▲ 100 0.00 円/回

清武総合運動公園 トレーニング室 個人 310 - 310 0 1.00 円/人

清武総合運動公園 トレーニング室 会議室 施設使用料 200 - 190 ▲ 10 0.95 円/h

清武総合運動公園 トレーニング室 会議室 冷暖房使用料 100 - 0 ▲ 100 0.00 円/h

清武総合運動公園 第１テニスコート 施設使用料 630 - 940 310 1.49 円/h

清武総合運動公園 第１テニスコート 照明設備 510 - 510 0 1.00 円/h

スポーツランド推進課
0985-20-5151
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改正内容一覧（施設別） R5.9.22 都市戦略課

３ スポーツ施設 A B C
増減（＝C-A)

施設名 区分1 区分2 区分3 現行
経過措置期間

（R6～R7）
改正後 単位

施設所管課
問い合わせ先金額 率

都市公園 清武総合運動公園 第２テニスコート 施設使用料 630 - 700 70 1.11 円/h

清武総合運動公園 第２テニスコート 照明設備 510 - 510 0 1.00 円/h

清武総合運動公園 第２テニスコート 運営室 施設使用料 200 - 190 ▲ 10 0.95 円/h

清武総合運動公園 第２テニスコート 運営室 冷暖房使用料 100 - 0 ▲ 100 0.00 円/h

清武総合運動公園 多目的グラウンド 施設使用料 1,080 - 1,260 180 1.17 円/h

清武総合運動公園 多目的グラウンド 照明設備 2,130 - 1,260 ▲ 870 0.59 円/h

清武総合運動公園 多目的広場 270 690 1,260 990 4.67 円/h

清武総合運動公園 弓道場 個人 一般使用者 100 - 150 50 1.50 円/回

阿波岐原森林公園 多目的広場 840 - 1,260 420 1.50 円/h

阿波岐原森林公園 テニスコート 630 - 700 70 1.11 円/h

生目台公園 テニスコート 630 - 700 70 1.11 円/h

萩の台公園 軟式野球場 840 - 840 0 1.00 円/h

萩の台公園 多目的スポーツ広場 840 - 1,260 420 1.50 円/h

萩の台公園 テニスコート 630 - 700 70 1.11 円/h

岡ノ下公園 テニスコート 630 - 700 70 1.11 円/h

加納公園 テニスコート 630 - 700 70 1.11 円/h

障がい者体育センター 体育室 960 - 1,350 390 1.41 円/h
障がい福祉課
0985-21-1772

公園緑地課
0985-21-1814

清武・農林建設課
0985-85-1106

スポーツランド推進課
0985-20-5151
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